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令和５年 第５回 鏡野町農業委員会議事録 

招集年月日 令和５年５月１０日（水） 

招集場所 鏡野町役場 ３階 特別会議室 

開議 午前１１時００分～午前１１時３５分 

応招委員 

１番  小椋 清美 

 

３番  難波 基訓 

４番  栁井 正信 

５番  正影 博一 

６番  河中 司 

７番  田渕 智之 

 

 

  １０番  川口 肇司 

１１番  竹下 桂輔 

不応招委員 ８番    北山 政士 、 ９番  近藤 克己 

出席委員数   ８名 

欠席委員数   ２名 

本会議に職務の 
ため出席した者

の職、氏名 

事務局長 角田 貴之 （産業観光課 特命参事） 
課長補佐 片田 篤志 （産業観光課 課長補佐） 
主任   山崎 裕司 （産業観光課 主任） 

 
議事日程 審議事項 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 
日程第２ 会期の決定 
日程第３ 
日程第４ 

 
日程第５ 
日程第６ 
日程第７ 
日程第８ 

 
日程第９ 
 
 
日程第１０ 

報告第 ７号 
報告第 ８号 

 
議案第２０号 
議案第２１号 
議案第２２号 
議案第２３号 

 
議案第２４号 
 
 
議案第２５号 

農地法第１８条第６項の規定による解約について 
農地法第３条の規定による許可後の所有権移転の取り

止めについて 
農地法第３条の規定による許可申請について 
非農地証明願について 
農地法第５条の規定による許可申請について 
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農用地利用集積計画の決定について 
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農用地利用集積計画の決定について【農地中間管理事

業】 
農地利用最適化推進委員の辞任について 

日程第１１ その他 

委員提出議案の

提出 
― 

会議録署名委員

の指名 
３番  難波 基訓 

４番  栁井 正信 
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議事の経過 

発 言 者 発 言 の 要 旨 

会長 川口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

会長 川口 

 

 

 

 

事務局長 角田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 川口 

 

 

 

事務局長 角田 

 

ただいまの出席委員は、１０名のうち８名です。 

定足数に達しておりますので、これより令和５年第５回鏡野町農業委員

会を開催します。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員に、３番 難波 基訓 委員、４番 栁井 正信 委員

を指名します。 

日程第２ 会期決定の件を議題にします。 

おはかりします、本会の会期は、本日１日間にしたいと思います、これ

にご異議ございませんか。 

 

「はい。」 

 

異議なしと認めます、よって会期は、本日の１日間に決定しました。 

日程第３ 報告第７号 農地法第１８条第６項の規定による解約につい

て、この報告の３７番から４０番までの案件について、事務局より提案理

由の説明を求めます、事務局長。 

 

令和５年第５回農業委員会議案２ページをお開きください。報告第７号、

農地法１８条第６項の規定による解除について。 

番号３７、所在、●●、田、１，２２８㎡、貸付人は、●●、借受人、

●●、合意解約によるものです。 

番号３８、所在は、●●、田、２，０９３㎡、貸付人、●●、借受人、

●●、合意解約によるものです。 

番号３９、所在、●●、田、２５０㎡、貸付人、●●、借受人、●●、

合意解約によるものです。 

番号４０、所在、●●、田、他計４筆、７，５１４㎡、貸付人が、●●、

借受人、●●、合意解約によるものです。 

以上４件です。 

 

続きして、日程第４、報告第８号、農地法第３条の規定による許可後の

所有権移転の取りやめについて、この報告の２番の案件について、事務局

より提案理由の説明を求めます、事務局長。 

 

議案４ページをお開きください。 

報告第８号、農地法第３条の規定による許可後の所有権移転の取り止め
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会長 川口 

 

 

 

 

事務局長 角田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について。 

番号２、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在、●●、田、１，２

０３㎡、他計３筆、３，１０４㎡、取り止めの理由としまして、売り主の

都合により売買不成立となったため、計画を取りやめるため。 

以上、１件でございます。 

 

これをもって、報告を終わります。 

日程第５ 議案第２０号 農地法第３条の規定による許可申請につい

て、この議案の１８番から３２番の案件を議題とします。 

事務局から提案理由の説明を求めます、事務局長。 

 

議案５ページをお開きください。 

議案第２０号 農地法第３条の規定による許可申請について、でござい

ます。 

番号１８、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、田、１

３３㎡、譲受人の耕作面積は、２，０９９㎡、通作距離は０．１ｋｍ、農

機具として、耕うん機１台です。 

番号１９、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、田、２

５０㎡、譲受人の耕作面積は、２１，３６２㎡、通作距離は０．１ｋｍ、

農機具として、トラクター１台、田植え機１台、コンバイン１台です。 

番号２０、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、畑、９

９㎡、他３筆、３８３㎡、譲受人の耕作面積は、３８３㎡、通作距離は０．

１ｋｍ、農機具として、ありません。 

番号２１、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、田、１，

２２８㎡、他３筆、１，２８４㎡、譲受人の耕作面積は、１５，５９６㎡、

通作距離は０．１ｋｍ、農機具として、トラクター１台、田植え機１台、

コンバイン１台です。 

番号２２、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、畑、１

４５㎡、他３筆、５８２㎡、譲受人の耕作面積は、３，２１９㎡、通作距

離は０．１ｋｍ、農機具として、トラクター３台です。 

番号２３、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、田、６

９２㎡、譲受人の耕作面積は、３，２１９㎡、通作距離は０．１ｋｍ、農

機具として、トラクター３台です。 

番号２４、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、田、３

２８㎡、他３筆、１，９６３㎡、譲受人の耕作面積は、１３，６９４㎡、

通作距離は０．１ｋｍ、農機具として、トラクター１台、田植え機１台、

コンバイン１台、耕うん機１台です。 

番号２５、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、田、１，
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会長 川口 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

４９６㎡、他２筆、３，１２６㎡、譲受人の耕作面積は、１３，６５１㎡、

通作距離は１１．０ｋｍ、農機具として、トラクター１台、耕うん機２台、

です。 

番号２６、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、田、１，

２４３㎡、譲受人の耕作面積は、３７，２０４㎡、通作距離は８．０ｋｍ、

農機具として、トラクター１台、田植え機１台、コンバイン１台、予防機

械１台です。 

番号２７、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、田、３，

０１６㎡、譲受人の耕作面積は、３７，２０４㎡、通作距離は８．０ｋｍ、

農機具として、トラクター１台、田植え機１台、コンバイン１台、予防機

械１台です。 

番号２８、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、田、３

１５㎡、譲受人の耕作面積は、３１５㎡、通作距離は０．１ｋｍ、大型農

機具として、管理機１台です。 

番号２９、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、１，４

９６㎡、譲受人の耕作面積は、６，３０９㎡、通作距離は２．５ｋｍ、大

型農機具として、コンバイン１台、田植え機１台、トラクター１台です。 

番号３０、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、田、１，

２１５㎡、譲受人の耕作面積は、６，３０９㎡、通作距離は２．５ｋｍ、

農機具として、コンバイン１台、田植え機１台、トラクター１台です。 

番号３１、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、田、３

５７㎡、譲受人の耕作面積は、６，３０９㎡、通作距離は２．５ｋｍ、農

機具として、コンバイン１台、田植え機１台、トラクター１台です。 

番号３２、譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、畑、５

６１㎡、他計２筆、１，０５１㎡、譲受人の耕作面積は、１８，００４㎡、

通作距離は０．１ｋｍ、農機具として、耕うん機２台です。 

以上１５件でございます。 

 

これをもって提案理由の説明を終わります。 

本件について、追加説明を許します。 

（発言なし） 

追加説明なしと認めます。 

これより質疑を行います、質疑はありませんか。 

（発言なし） 

質疑無しと認めます。 

おはかりします、本件を承認することにご異議ございませんか。 

 

「はい。」 
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会長 川口 

 

 

 

 

 

 

事務局長 角田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 川口 

 

 

 

 

 

異議なしと認めます。 

よって議案２０号 農地法第３条の規定による許可申請についての件

は、承認することに決定しました。 

日程第６ 議案第２１号 非農地証明願について、この議案の１６番か

ら１９番の案件を議題とします。 

事務局から提案理由の説明を求めます、事務局長。 

 

議案９ページをお開きください。 

議案第２１号 非農地証明願について、でございます。 

番号１６、申請人、●●、土地の所在は、●●、台帳地目は田、面積は

３０９㎡、他計５筆、合計１，５８６㎡、現況内容は山林原野で、申請理

由は、２５年前に植樹をして、耕作をしておらず、農地として使用できな

いため。 

番号１７、申請人、●●、土地の所在は、●●、台帳地目は畑、面積は

１７㎡、現況内容は雑種地で、申請理由は、３０年前から地区集会所の駐

車場として使用しており、耕作をしておらず、農地として使用できないた

め。 

番号１８、申請人、●●、土地の所在は、●●、台帳地目は田、面積は

７２７㎡、他計２筆、合計３，４９１㎡、現況内容は山林原野で、申請理

由は、３０年以上前に父が植林をして耕作をしておらず、農地として使用

できないため。 

番号１９、申請人、●●、土地の所在は、●●、台帳地目は田、面積は

９．０３㎡、他計５筆、合計２０２．４７㎡、現況内容は山林原野で、申

請理由は、●●番地は、３５年前に墓地を設置し、●●番地は７０年前か

ら鉄工所として使用しており、耕作をしておらず、農地として使用できな

いため。 

以上４件でございます。 

去る４月２７日、非農地証明事務要領による現地確認を役員にて実施し

ました。その結果、いずれの議案も要領の対象要件を満たすものとして問

題なし、非農地として報告させていただきます。 

以上です。 

 

本件について、追加説明を許します。 

（発言なし） 

追加説明なしと認めます。 

おはかりします、本件は承認することにご異議ございませんか。 
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委員 

 

会長 川口 

 

 

 

 

 

 

事務局長 角田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 川口 

 

 

 

北山 委員 

 

 

 

会長 川口 

 

 

 

「はい。」 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第２１号 非農地証明願については承認することに決定しま

した。 

日程第７ 議案第２２号 農地法第５条の規定による許可申請につい

て、この案件の１６番、１７番の案件を議題とします。 

事務局から提案理由の説明を求めます、事務局長。 

 

議案１１ページをお開きください。 

議案第２２号 農地法第５条の規定による許可申請について、でござい

ます。 

番号１６、賃借人 ●●、賃貸人 ●●、土地の所在は、●●、田、３

９６㎡、転用計画の用途及び事由は、住宅用地、現在、実家で生活してい

るが、子供の成長に伴い手狭となり、将来の事を考え職場に近い申請地を

買い受け住宅を建築するもの、施設の概要は、一般個人住宅、１０９．３

０㎡、資金計画は借入金、●●落長、●●土地改良区の承諾を得られてお

ります。 

番号１７、賃借人 ●●、賃貸人 ●●、土地の所在は、●●、田、１，

０４９㎡、転用計画の用途及び事由は、その他の業務用地、現在、鏡野町

役場施設内を間借りしており、事務所を新設するもの、施設の概要は、事

務所、１８９㎡、資金計画は●●、例外許可規定「集落に接続して設置さ

れる業務上必要な施設」に分類、令和５年４月２８日農振農用地除外され

ております。●●水利組合、●●土地改良区の承諾を得られております。 

以上、２件でございます。 

 

本件は農地部会委員より現地確認をお願いしておりますので、ご報告を

お願いします。 

農地部会長 ８番 北山委員。 

 

農地区会で現地確認をしてまいりました。 

２件すべてにおいて、問題なしということで確認したということで、ご

報告します。 

 

本件について、追加説明を許します。 

（発言なし） 

追加説明なしと認めます。 

これより質疑を行います、質疑はありませんか。 
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委員 

 

会長 川口 

 

 

 

 

 

 

事務局長 角田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 川口 

 

 

 

 

委員 

 

会長 川口 

 

 

 

 

 

 

事務局長 角田 

（発言なし） 

質疑無しと認めます。 

おはかりします、本件は承認することにご異議ございませんか。 

 

「はい。」 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第２２号 農地法第５条の規定による許可申請についての件

は、承認することに決定しました。 

日程第９ 議案第２４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画の決定について、事務局より提案理由の説明

を求めます、事務局長。 

 

議案１４ページをお開きください。 

議案第２３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画の決定について、でございます。 

貸借権の設定でございます。 

新規設定１９筆、３７，１２１㎡、再設定４８筆、７３，０８６㎡、合

計６７筆、１１０，２０７㎡、以上でございます。 

所有権移転でございます。 

新規設定１９筆、３７，１２１㎡、再設定４８筆、７３，０８６㎡、合

計６７筆、１１０，２０７㎡、以上でございます。 

 

これより質疑を行います、質疑はありませんか。 

（発言なし） 

質疑無しと認めます。 

おはかりします、本件は承認することにご異議ございませんか。 

 

「はい。」 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第２３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画の決定について、承認することに決定しました。 

日程第９ 議案第２４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画の決定について、農地中間管理事業分、事務

局より提案理由の説明を求めます、事務局長。 

 

議案１５ページをお開きください。 
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会長 川口 

 

 

 

 

委員 

 

会長 川口 

 

 

 

 

 

 

事務局長 角田 

 

 

 

 

 

 

 

会長 川口 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

会長 川口 

 

議案第２４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画の決定について、でございます。 

貸借権設定でございます。 

新規設定１１筆、１３，７１９㎡、以上でございます。 

 

これより質疑を行います、質疑はありませんか。 

（発言なし） 

質疑無しと認めます。 

おはかりします、本件は承認することにご異議ございませんか。 

 

「はい。」 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第２４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画の決定について、承認することに決定しました。 

日程第１１ 議案第２５号 農地利用最適化推進委員の辞任について、

この議案の１番の案件を議題とします。 

事務局から提案理由の説明を求めます、事務局長。 

 

議案１６ページをご覧ください。 

議案第２５号 農地利用最適化推進委員の辞任について、でございます。 

番号１ 辞任者、秦野 好博、辞任の理由は、体調不良のため、委員の

任期は、令和２年７月２０日から令和５年７月１９日まで、ということで

ございました。 

令和５年３月３１日付けで農業委員会へ届出がなされております。 

以上です。 

 

これをもって提案理由の説明を終わります。 

本件について、追加説明を許します。 

追加説明なしと認めます。 

これより質疑を行います、質疑はありませんか。 

質疑無しと認めます。 

お諮りします、本件は承認することにご異議ございませんか。 

 

「はい」 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２５号、農地利用最適化推進委員の辞任についての件は、
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委員 

 

会長 川口 

承認することに決定しました。 

日程第１２ その他について、その他協議事項はありませんか。 

（発言なし） 

以上をもちまして、本会に付議された提案はすべて終了しました。 

会議を閉会します、これにご異議ございませんか。 

 

「はい。」 

 

異議なしと認めます。 

よって本会は本日をもって閉会することに決定しました。 

これにて、令和５年第５回鏡野町農業委員会を閉会します。 

ありがとうございました。（散会） 


